
報告の手続きフロー
滋賀県建築開発課

報告者 建築士 耐震判定機関 所管行政庁
（建築開発課・土木事務所）
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報告対象建築物の把握

耐震診断依頼

法第7条および附則第
3条第1項の報告 報告受付

・建築開発課：4階以上及び
2,000㎡以上の建物

・土木事務所：上記以外の建物

報告内容審査

書類補正通知

書類補正

書類補正終了

報告書受理報告書副本返却

耐震改修工事実施

変更報告

評価申請受付

評価書交付

耐震診断・耐震改修計

画の実施

耐震診断結果・

耐震改修計画の評価申請

耐震診断＋評価書

報告内容公表

報告書受理

平成25年11月25日より前に
行った耐震診断については、

当該資格者が行った耐震診断

と同等とみなす。

報告対象建築物の通知

・耐震診断の結果による場合

・耐震改修計画による場合

正本1部、副本1部

公表内容修正

耐震改修工事実施

変更報告 報告書受理

報告命令命令：耐震診断の実施・虚

偽の報告の是正


